
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

規

則

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

規

則

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
八
号

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和

四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
の(

そ
の
一)

中｢治
ゆ
｣

を｢治
癒
｣

に
改
め
、
同(

そ
の
一)

の[

注
意
事
項]

の
５
の
�
中

｢障
害
厚
生
年
金
(｣

の
次
に

｢被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生

年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成
24年
法
律
第
63号
)
附
則
第
41条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
障
害
共
済
年
金
及
び
同
法
附
則
第
65条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
を
含
む
｡
｣

を
加
え
、
同
５
の
�
中

｢､
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規

定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
又
は
｣

を
削
り
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

の

[

注
意
事
項]

の
４
の
�
中

｢障
害
厚
生
年
金
(｣

の
次
に

｢被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成
24年
法
律
第
63号
)
附
則
第
41条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害

共
済
年
金
及
び
同
法
附
則
第
65条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
を
含
む
｡
｣

を
加
え
、
同

４
の
�
中

｢､
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
障

害
共
済
年
金
又
は
｣

を
削
り
、
同
様
式
の

(

そ
の
四)

中

｢治
ゆ
年
月
日
｣

を

｢治
癒
年
月
日
｣

に

改
め
、
同

(

そ
の
四)

の

[

注
意
事
項]

の
４
の
�
中

｢障
害
厚
生
年
金
(｣

の
次
に

｢被
用
者
年

金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成
24年
法

律
第
63号
)
附
則
第
41条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
及
び
同
法
附
則
第
65条
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
を
含
む
｡
｣

を
加
え
、
同
４
の
�
中

｢､
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若

し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
又
は
｣

を
削
り
、
同

[

注
意
事

項]

の
６
中

｢治
ゆ
｣

を

｢治
癒
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
七)

の

[

注
意
事
項]

の
２
中

｢請
求
者
が
厚
生
年
金
保
険
法
｣

の
次
に

｢､
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生

年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成
24年

法
律
第
63号

)
｣

を
加
え
、
同
２
の
�
中

｢遺
族
厚
生
年
金
(｣

の
次
に

｢被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
41条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
及
び
同
法
附
則
第

65条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
を
含
む
｡
｣

を
加
え
、
同
２
の
�
中

｢国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
又
は
｣

を
削
る
。

第
六
号
様
式
の
別
記
の

[

注
意
事
項]

の
３
の
�
中

｢又
は
厚
生
年
金
保
険
法
｣

の
次
に

｢､
被

用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成

24年
法
律
第
63号
)
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成27年９月30日 水曜日 号外第86号1

�
�
�
�
�
�

�
	


�
�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成27年９月30日 水曜日 号外第86号 2


